
４５点 １ １ ５００点

２９点 イ ４点 イ ４００点

イ ２４点 ロ ２８点 ロ ６００点

ロ １９点 ハ ５０点 ハ １，０００点

ハ ３５点 ニ ６０点 ２ ２００点

Ａ ５点 ２ ４点 ５９点

Ｂ ３点 ４０点 １００点

２０点 ２２点

イ ２５０点

ロ １００点

１点 １２点

１ ４５点 ４５０点

２ ５９点 ３５０点

５点 １５０点

５点 ７００点

イ ３２点 ４ １００点

ロ ４０点 イ ４５点 ２５０点

ハ １０点 ロ ５９点 １００点

ニ ３２点 ２２点 ４５０点

 所定点数の１００分の１０ イ １０点 １５０点

５点 ロ ５点 ６００点

イ ２１点 １００点 １ ３０点

ロ ２８点 ５点 ２

ハ ３０点 １０点 イ

 所定点数の１００分の１０ １２点 ロ

① ３５０点 ハ

② ３０点

服薬管理指導料（特例） １３点

イ １５点 服薬管理指導料（特例） ５９点 １

ロ ５０点 ７６点 イ ４０点

 所定点数の１００分の１０ ２２点 ロ ２０点

１０点 イ １０点 ２

８点 ロ ５点 イ ４０点

６点 １００点 ロ ２０点

５点 １００点

２４点 １０点 ２３０点

２１点 １２点

１９０点 ３５０点 １点

イ １９０点 ３０点 １０円又はその端数を増すごとに１点

ロ ２９１点

１９０点 １ １８５点

１０点 イ 　３４点

ハ ４００点 ロ ２４０点 特定保険医療材料  材料価格を１０円で除して得た点数

２６点 ５０点

１０点 １ １２５点

１０点 イ １１０点

６９点 ロ ９０点

１３７点 １

７９点 ２

１４７点 １ ６５０点

６９点 ２ ３２０点

１３７点 ３ ２９０点

７０点 ５９点

８点 １００点

８点 ２２点

８点 ２５０点

１００％加算 １００点

１４０％加算 １２点

２００％加算 ４５０点

４０点 ３５０点

 所定点数の１００分の２０ １５０点

２０点

９０点

４５点

９０点

７５点

４５点

 所定点数の１００分の２０

イ ３５点

ロ ４５点

ハ ８０点

特別調剤基本料

複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時にまとめて受け付けた場合

２０２４年度  調剤報酬点数のご案内

ウ　かかりつけ機能に係る業務を１年間未実施の場合（１月に６００回以下の薬局は除く）

（ア、イ、ウのいずれかに該当する薬局は、処方箋受付１回につき調剤基本料の減算）

分割調剤（長期保存の困難性等）（１分割調剤につき（２回目以降））

調剤技術料

調剤基本料
（処方箋受付１回につき）

調剤基本料１　

調剤基本料２

調剤基本料３

（当該処方箋のうち、受付が２回目以降の調剤基本料は、処方箋受付１回につき減算）
所定点数の１００分の８０

　　重複投薬・相互作用等防止加算
イ　残薬調整に係るもの以外の場合

ロ　残薬調整に係るものの場合

　　調剤管理加算

　　麻薬管理指導加算
（１回につき）

在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合（処方箋受付１回につき）

初めて処方箋を持参した場合
３点

処方変更による薬剤変更等の場合（２回目以降）

服薬管理指導料
（処方箋受付１回につき）

　　麻薬加算（１調剤につき）

　　向精神薬加算（１調剤につき）

注射薬（調剤数にかかわらず）

薬剤調製料

　　医療DX推進体制整備加算
　　（月１回に限り）

医療ＤＸ推進体制整備加算３　２５％以上

在宅薬学総合体制加算１

在宅薬学総合体制加算２

特別調剤基本料Aを算定している場合

　　無菌製剤処理加算
　　（注射薬のみ）
　　（１日につき）

イ 中心静脈栄養法用輸液
６歳未満の乳幼児の場合を除く

６歳未満の乳幼児の場合

ロ 抗悪性腫瘍剤
６歳未満の乳幼児の場合を除く

６歳未満の乳幼児の場合

ハ 麻薬
６歳未満の乳幼児の場合を除く

６歳未満の乳幼児の場合

　　後発医薬品減算

後発医薬品の規格単位数量の割合が５０％以下

５点減算

　　連携強化加算

後発医薬品調剤体制加算１　８０％以上

後発医薬品調剤体制加算２　８５％以上

２９日分以上の場合

外用薬（１調剤につき、３調剤まで）

内服用滴剤（１調剤につき）

内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く）（１剤につき、３剤分まで）

屯服薬（剤数にかかわらず）

浸煎薬（１調剤につき、３調剤まで）

湯薬
（１調剤につき、３調剤まで）

７日分以下の場合

（１） ７日目以下の部分

（２） ８日目以上の部分（上記点数＋１日分につき）

８日分以上２８日分以下の場合

後発医薬品の規格単位数量の割合の定期報告が未実施の場合

①②のいずれかに該当の場合（処方箋の受付回数が１月に６００回以下の薬局は除く等）

　　在宅薬学総合体制加算
　　（在宅患者等）

医療ＤＸ推進体制整備加算１　６０％以上

医療ＤＸ推進体制整備加算２　４０％以上

後発医薬品使用体制加算３　９０％以上

（３） 液剤（１調剤につき）

ロ
外用薬

（１） 軟・硬膏剤、パップ剤、坐剤等（１調剤につき）

（２） 点眼剤、点鼻・点耳剤等（１調剤につき）

（３） 液剤（１調剤につき）

　　計量混合調剤加算

　予製剤

　　覚醒剤原料加算（１調剤につき）

　　毒薬加算（１調剤につき）

　　時間外加算・特例（基礎額※）

　　休日加算（基礎額※）

　　自家製剤加算

　予製又は錠剤を分割する場合

イ
内服薬
及び

屯服薬

（１） 錠剤等の内服薬（７日分につき）

　　夜間・休日等加算（処方箋受付１回につき）

（２） 錠剤等の屯服薬（１調剤につき）

　　深夜加算（午後１０時～午前６時）（基礎額※）

散剤、顆粒剤（１調剤につき）

軟・硬膏剤（１調剤につき）

液剤（１調剤につき）

地域支援体制加算２

地域支援体制加算３

地域支援体制加算４

特別調剤基本料Ａを算定している場合

　　後発医薬品調剤体制加算
　　（規格単位数量の割合）
　　（処方箋受付１回につき）

特別調剤基本料Aを算定している場合

ア　妥結率が５０％以下

 所定点数の１００分の５０
イ　妥結率、取引に係る状況並びに流通改善に係る取組状況の未報告

　　地域支援体制加算
　　（処方箋受付１回につき）

分割調剤（後発医薬品の試用時）（１分割調剤につき（２回目の調剤に限り））

地域支援体制加算１　　　　　　　　

 原則３月以内に処方箋を持参した患者（手帳を提示しない患者は、５９点を算定）

１以外の患者に対して行った場合

介護老人福祉施設等に入所している患者（月４回に限り）

薬学管理料

調剤管理料
（処方箋受付１回につき）

内服薬（１剤につき、３剤まで）

１以外の場合

７日分以下の場合

８日分以上１４日分以下の場合

１５日分以上２８日分以下の場合

２９日分以上の場合

　　医療情報取得加算（１年に１回に限り）

３
※オンライン服薬指導等の場合を含む

　　特定薬剤管理指導加算３
　　（当該品目に関して、初回処方時１回に限
り）

イ　安全性に関する情報提供を行った場合

ロ　医薬品の選択等に関する説明を行った場合

　　特定薬剤管理指導加算３
　　（当該品目に関して、初回処方時１回に限
り）

イ　安全性に関する情報提供を行った場合

ロ　医薬品の選択等に関する説明を行った場合

　　乳幼児服薬指導加算（６歳未満）

　　小児特定加算

 原則３月以内に処方箋を持参した患者（手帳を提示しない患者は、５９点を算定）

イ以外の患者に対して行った場合

　　特定薬剤管理指導加算１
新たに処方された場合

保険薬剤師が必要と判断し指導を行った場合

　　麻薬管理指導加算

　　特定薬剤管理指導加算２（月１回まで）

情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合

４５点

在宅患者オンライン薬剤管理指導料

　　麻薬管理指導加算
（１回につき）

在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合（処方箋受付１回につき）

服用薬剤調整支援料

（月１回まで）

２
 重複投薬等の解消に係る実績を有していること（３月に１回まで）

　　乳幼児服薬指導加算（６歳未満）

　　小児特定加算

　　吸入薬指導加算（３月に１回に限り）

適切な手帳の活用実績（処方箋受付１回につき）

かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応（処方箋受付１回につき）

かかりつけ薬剤師指導料（処方箋受付１回につき）

　　麻薬管理指導加算

　　特定薬剤管理指導加算１
新たに処方された場合

保険薬剤師が必要と判断し指導を行った場合

　　特定薬剤管理指導加算２（月１回まで）

６０点
慢性心不全患者に対して行った場合

在宅患者訪問薬剤管理指導料
（月４回（末期悪性腫瘍患者、注射に
よる麻薬の投与が必要な患者、中心
静脈栄養は週２回かつ月８回）まで）

　　在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算（１回につき（訪問時））

　　乳幼児加算（６歳未満）
（１回につき）

在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合（処方箋受付１回につき）

　　小児特定加算
（１回につき）

在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合（処方箋受付１回につき）

薬学管理料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
（１と２を合わせて月４回（末期悪性腫瘍
患者、注射による麻薬の投与が必要な
患者は原則として月８回）まで）

夜間訪問加算

休日訪問加算

深夜訪問加算

１以外の場合

在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料（新興感染症等を含む）

計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合

退院時共同指導料

薬剤師がその必要性を認めた場合（月１回まで）

　　小児特定加算（１回につき）

　　在宅中心静脈栄養法加算（１回につき）

　　在宅中心静脈栄養法加算（１回につき（訪問時））

在宅患者緊急時等共同指導料

　　麻薬管理指導加算（１回につき）

　　在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算（１回につき）

　　乳幼児加算（６歳未満）（１回につき）

（月２回まで）

（入院中１回（がん末期患者等は２回）まで）

保険医療機関の求めがあった場合（月１回まで）

服薬情報等提供料

３
行った場合（３月に１回）

５０点

在宅患者重複投薬・
相互作用等防止管理料
（処方箋受付１回につき）

残薬調整に係るもの以外の場合

残薬調整に係るものの場合

経管投薬支援料（初回に限り）

在宅移行初期管理料 （在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定した初回算定日の属する月に１回に限り）

２０点
保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合

リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合

介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合

入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあり、持参薬を整理、情報提供を

残薬調整に係るものの場合

※　基礎額とは調剤基本料（加減算含む)、薬剤調製料、無菌製剤処理加算、調剤管理料の合計額。
　　　麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基礎額に
　　　含みません。

明細書に記載されている項目の内容や点数です。　ご不明な点は、薬剤師にお問い合わせください。

疑義照会に伴い処方変更された場合

残薬調整に係るもの以外の場合

使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき１５円を超える場合の加算

特別調剤基本料A及びBを算定する薬局において、処方につき７種類以上内服薬の

特定保険医療材料料 この料金は、保険で認められている医療材料の料金です。この料金は定期的に見直される公定価格です。

使用薬剤料

調剤を行った場合
 所定点数の１００分の９０

処方箋交付前に処方提案を行い、提案が反映された処方箋を受け付けた場合

薬剤料 医薬品の料金です。この料金は定期的に見直される公定価格です。

使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき１５円以下の場合

　　在宅中心静脈栄養法加算（１回につき（訪問時））

　　小児特定加算
（１回につき）

在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合（処方箋受付１回につき）

イ以外の場合（３月に１回まで）　

調剤後薬剤管理指導料
（月１回に限り）

糖尿病患者に対して行った場合

　　吸入薬指導加算（３月に１回に限り）

かかりつけ薬剤師包括管理料（処方箋受付１回につき）

外来服薬支援料

（月１回まで）

２
 ４２日分以下の場合（投与日数が７日又はその端数を増すごとに）

４３日分以上の場合

施設連携加算（月１回に限り）

　　在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算（１回につき（訪問時））

　　乳幼児加算（６歳未満）
（１回につき）

在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合（処方箋受付１回につき）

単一建物診療患者が１人の場合

単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合

１及び２以外の場合

2025年10月1日
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